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佐賀県

取り組みのポイント	

さが若者サポートステーション
効果的な多機関連携について

他 機 関 と の 連 携

取 り 組 み の ね ら い ・ ポ イ ン ト1
平成18年度から「さが若者サポートステーション（以下、佐賀サポステと略記。）」の受託・運営を行う「認定特定非

営利活動法人スチューデント・サポート・フェイス（以下、S.S.F.と略記。）」は、サポステ事業を基盤とした「協働型」、「創
造型」の取組を推進し、若年無業者等の職業・社会的自立に向けた多機関連携型の支援体制を構築してきた（図1参照）。

佐賀サポステでは法定協議会である「佐賀県子ども・若者支援地域協議会」を中核としたネットワーク体制を構築して
いる。このネットワークは、佐賀サポステの実態調査で明らかとなった職業・社会的自立を阻害する「深刻化・複合化」し
た課題に対応するため構成機関を年々拡充し、連携協力体制を発展させている。

また、佐賀サポステでは、「子ども・若者育成支援推進法（以下、子若法と略記。）」に基づく県内唯一の指定支援機関
であるS.S.F.が介在することによって、社会生活を円滑に営むことができない子ども・若者を支援対象とする「佐賀県子
ども・若者総合相談センター」、ひきこもりに特化した第一次相談窓口としての機能を有する「佐賀県ひきこもり地域支援
センター」、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関である「佐賀市生活自立支援センター」等、各種総合相談
窓口が「ワンストップ化」され、個々の事業がバラバラに実施されることで生じていた連携および誘導の際の「非効率性」
が改善された他、統合的運営による「スケールメリット」が生まれている。

取 り 組 み の 具 体 的 な 内 容 ・ 方 法 ・ 効 果2

a.連携に伴う「負担」への配慮が恒常的な協力関係を築く基礎
佐賀サポステにおいて、多機関との恒常的な連携が機能することになったのは、守秘義務に関して罰則を伴う規定があ

る子若法の枠組の効果もさることながら、連携に伴う「負担」に配慮した合理化が奏功している。その中核となる法定協
議会以外に、社会的孤立に関わる問題に関して共通の課題を抱える「佐賀県生活困窮者自立支援連絡協議会」、「佐賀県
ひきこもり対策連絡協議会」等の県単位の協議会に関してはS.S.F.がハブ機能を担うことで、各協議会の研修会開催およ
び参加に関わる負担軽減を図ると共に、共通の課題に関して施策の枠組みを越えた連携が促進されている。他方、個別
ケース検討会議等日常的な連携については、代表者会議で指定した担当者を通じて効率的、かつ安全に情報の運用を行
うほか、移動に伴う負担軽減のため、招集形式での会議は極力避け、電話やICTを活用した検討会を優先するよう配慮し
ている。

b.連携が滞る場合には少数派の意見に耳を傾けることも必要
上記に例示したように負担軽減を行うなど配慮を重ねたとしても組織的な連携がうまく機能するとは限らない。このよう

な場合、少数派であっても否定的な意見を持つ関係者への丁寧なアプローチが突破口となる場合がある。
平成22年度に実施された「高校中退者等アウトリーチ事業」において、佐賀サポステは、教職員やスクールカウンセ

ラー等学校人材では対応が難しい、ひきこもり、休学者等中退リスクの高いケースに絞り、学校連携を模索したところ、
組織連携に関する書面の取り交わし等15校との連携が実現したほか、相談ニーズの高さから学校教育課の要請で、連携
校をすべての公立高校に拡大することとなった。しかしながら、少数派ではあるが外部機関との連携に否定的な教職員が
障壁となり、協議が進まない学校が表れた。その際、少数派の教職員からヒアリングを行い、その意見に真摯に耳を傾
け、学校教育課と協働で必要な対策を打った結果、翌年には全公立高校43校を網羅する事業に拡大し、平成28年度に

は、小・中学校を含む県内すべての公立学校約300校を網羅する全国初の包括的訪問支援事業へと発展を遂げることと
なった。

c.協働実践を通じたマニュアル作成等による継続的、発展的取り組みの促進
サポステ事業のみならず、委託事業によって蓄積されたノウハウは、必ずしも行政側で継続的に引き継がれるとは限ら

ない。行政側も担当者が2～3年で異動することが一般的で、一方の受託者側もプロポーザル等で入れ替わる場合もあ
る。支援対象者の「深刻化・複合化」した課題を解決するためには、複数年での対応が必要な場合も少なくないため、継
続的、発展的な取り組みを促すために、マニュアルの作成等、「見える化」することも効果的である。

実 施 上 の 留 意 点3
関係機関と連携するにあたっては、まず個人情報の共有をどこまで行うかについて事前に協議しておく必要がある。特

に貧困、虐待、ＤＶ等家族問題を含めた秘匿性の高い「深刻化・複合化」した課題を有する方について関係機関と連携す
る場合は、利用申込書や個人情報の取り扱いに関する同意書等の取得方法については、その負担軽減のための書式共有
化の検討も含めて、事前協議が必要であろう。なお、佐賀サポステにおいては、関連する16事業に関して1枚の利用申
込書兼同意書で対応することが可能で、当事者の手続き軽減につながっている（図2参照）。その一方で、図3で示すよ
うに様々な理由で佐賀サポステの利用者登録ができず、報告ベースでの実績につながらないケースが急増していることも
事実である。しかし、相談者の利益を最優先し関連事業および補完事業でカバーしたため、実相談件数は顕著な伸びを示
している。

連携を深める上で各支援機関の運営状況の確認も不可欠である。まずは、その支援機関を運営している団体はどこか、
その団体がどのような方針を持って運用されているのか等、働きかける前に実態を把握しておく必要がある。特にその支
援機関の配置人数については、連携の方法を考えるにあたって留意が必要である。支援機関によってはマンパワー不足が
常態化し、すでに手一杯になっている場合もあるため、連携に際しては、②でも述べたように相手方の「負担」への配慮
を欠いてはならない。

文責　松尾 秀樹（総括コーディネーター）

サポステ基本情報
運営団体名 　認定特定非営利活動法人スチューデント・サポート・フェイス
スタッフ数 　常勤 56 人　非常勤 9 人 （R3.10.31 現在）

取り組みの成果と今後の課題
サポステ事業の特性を最大限に活用し、「就職」という出口段階の目標を掲げつつも、アウトリーチを用い、既存の窓口では

対応が困難だった孤立する若年無業者等を支援対象とすることで、若年無業問題の解決に資する知見、ノウハウを蓄積したほ
か、その過程で把握された実態や課題に関しては、法定協議会において共有、協議することで、全公立学校300校を網羅す
る包括的訪問支援事業、「佐賀一括同意方式」（前述）等、全国初となる補完事業の創出にも貢献している等の成果を挙げて
いる。

今後の課題として、多機関連携のために必要な人材をいかに育成していくかという点が挙げられる。連携のための仕組みは
大前提として必要だが、その仕組みを運用する人材がいないのであれば、連携は絵に描いた餅となってしまう。そのためには
サポステだけではなくいわゆる自立支援分野で働く支援員等の雇用条件の改善（多くが契約社員、嘱託職員等非正規雇用で
キャリアパス、キャリアアップが困難であるため）と同時に、支援の「プロ」を育てる戦略的な人材育成システムの確立が必要
となるのではないだろうか。

②、③に関してアウトリーチを中核事業とし自立に係る各種総合相談窓口を受託・運営するS.S.F.が兼ねることで現場で縦割りを突破

本来の意味での「ワンストップ型」に近い相談サービスを提供（県全域）

佐賀市、武雄市の３カ所の支援拠点

「センター」及び「サポステ」、
「さがすみらい」は県全域をカバー

佐賀市

子ども・若者育成支援推進法に基づく法定協議会において
県内唯一の指定支援機関を担うS.S.F.は各施策の連動性を高めるハブ機能を果たしている

《地域若者サポートステーション事業によって形成された支援ネットワークを発展的に継承している佐賀県子ども・若者支援地域協議会》

協議会運営の中核的存在
事務局機能

関係機関の役割分担や連携に関する調整

①調整機関（法第21条）

「たらい回し」を防ぐ一次的「受け皿」機能
ネットワークを活かした「つなぎ」機能

支援に関する専門的な情報の収集・提供等

②子ども・若者総合相談センター（法第13条）

アウトリーチ（訪問支援）及び関連支援
実践的・専門的な情報の提供及びリファー
法第15条第1項各号に規定する支援等

③指定支援機関（法第22条）

佐賀市では、H25年度より生活困窮者自立支援事業における総合相談窓口「佐賀市生活自立支援セン
ター」の受託・運営を開始した他、H28年度からは青少年センターにおける「子ども・若者支援室」、

R2年度からは「発達障がい者等相談支援業務」の委託を受け、年々取組が発展している！
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①調整機関

＜雇用＞
佐賀労働局（各ハローワーク）、ジョブカフェSAGA、県立産
業技術学院、県産業人材課

さが若者サポートステーション
たけお若者サポートステーション

＜矯正、更正保護等＞
佐賀少年鑑別所、少年サポートセンター

＜教育＞
県学校教育課、県まなび課、県こども未来課、県法務私

学課、【市町教育委員会】

＜保健・福祉・医療＞
県中央児童相談所、県精神保健福祉センター、県福祉課、
県障害福祉課、県こども家庭課、県発達障害支援センター結、
国立病院機構肥前精神医療センター、臨床心理相談セン
ター（西九州大学）、【各保健福祉事務所、各福祉事務所】

＜その他（CSO：市民社会組織＞
親の会「ほっとケーキ」、特定非営利活動法人それいゆ、
特定非営利活動法人NPOスチューデント・サポート・フェイス
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県の関連上部機関がほぼすべて参画する
佐賀県における包括的かつ分野横断的な自立支援体制

個別分野の知見や施策を結集して困難を有する
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開設以来の全国トップクラス
の実績が認められH25年に県内
2か所体制に移行！H29年度は
行革の影響で武雄がサテライ
ト化！R元年度から「就職氷河
期世代等一体型支援モデルプ
ログラム」に指定される！

H29年度から「ひきこも
り」に関して全年齢層を対
象とし県全域をカバーする
第一次相談窓口「佐賀県ひ
きこもり地域支援センター
（愛称：さがすみらい）」
を県障害福祉課より受託！佐賀市は県内で

最も官民協働が進む地域！

※年間７万９千件を超える相談対応！

会議体の乱立を避ける合理的
配慮からH18年度に設置された
「佐賀県若者自立支援ネット
ワーク」を拡充する形で発展
的に継承！H22年4月、都道府
県単位では全国初の設置！

現場から「縦割り」「形式主義」の突破を図った佐賀県における「一括同意方式」
実現の背景には、社会問題に真摯に向き合う行政・民間双方の強い思い！

国、県、市、関係各課の協力を得て実現した「一括同意方式」による相談者にとっての利便性の向上】

当事者の相談行動を阻む煩雑化した申込手続や個人情報の運用ルールの改善
～「現場で縦割り、形式主義を突破！」当事者にとっての利便性を追求した佐賀県における「一括同意方式」～

フリガナ 利用申込日

生年月日 性別

氏名

連絡先

固定電話　 パソコン
携帯電話 携帯電話

氏名

連絡先

個人情報の取り扱いについての留意点がございましたらご記入下さい。

① 次年度以降、各事業においてS.S.F.以外の団体が受託した場合、当該受託者への個人情報の引き継ぎを希望し
ますか？（□希望する、□希望しない）
② 上記①で引き継ぎを希望される場合、どこまでの個人情報を提供されますか？（□氏名、連絡先等の基本情報
のみ、□相談内容等の全ての情報）

スタッフ記入欄

ご相談されたいことや配慮を希望されることを具体的にご記入下さい。

住所
〒　　 　-            

連絡先 E-mail

緊急連絡先
相談者と
の関係

□ ご家族（続柄　　      　）
□ その他（　　　　  　　）

  西暦　　　年　　 月　　　日（　　　歳） □ 男性　□ 女性　□（　　 ）

相談者
来談者と
の関係

□ ご本人
□ ご家族（続柄　　      　）
□ その他（　　　　  　　）

本相談窓口をご利用頂くに当たってのお願い
　本相談窓口は、ワンストップ型の相談サービスを提供するため、行政からの委託事業を集約する形で運営され
ています。本書裏面にてご説明させて頂く各相談支援事業の内容についてご理解頂き、受託・運営団体である
「特定非営利活動法人NPOスチューデント・サポート・フェイス（以下、「S.S.F.」と略記。）」より、ご提案
させて頂く支援プランにご承諾頂ける場合は、下記様式にて、お申込み下さい。
　本申込書は、各相談支援事業で必要となる手続書類と皆様からお預かりする個人情報の取り扱いに関する同意
書を兼ねています。別紙「個人情報に関する管理・取扱規程」を基にS.S.F.よりご説明させて頂く各事業におけ
る運用方針についてご了解頂いた場合にご署名下さい。なお、支援プランの変更については相談員が承りますの
でお申し付けください。

相談支援サービス申込書兼個人情報の取り扱いに関する同意書
　私は、本書裏面「事業内容一覧」に記載する事業内容についての説明を受け、S.S.F.より提案された支援プラ
ンについて同意します。その際、各事業において必要となる利用申込書及び同意書については、本書にて代替し
一括で申し込みを行います。また、別紙「個人情報に関する管理・取扱規程」について、説明を受けた上で、連
携が必要となる関係機関（者）との情報共有に関して同意します。

来談者名
（ご署名）

　　　年　　　月　　　日

除外希望
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

除外希望

□

□

□

※各事業名と共に記載している「委託者」及び「実施主体」は、「相談支援サービス申込書兼個人情報の取り扱いに関する同意書」における契約対象で
す。※除外を希望される場合は各事業名の右端にある□にチェックを付けてください。なお、ご相談頂いた内容に関係のない事業は自動的に除外されます。
※お預かりする個人情報がご相談頂いた内容の解決に必要となる範囲を超えて関係機関（者）と共有されることはありません。

⑫ 生活保護受給者等就労自立促進事業（自立サポート事業）及び「佐賀市福祉・就労支援事業」
   （実施主体：佐賀労働局・佐賀公共職業安定所・佐賀市）
　自立サポート事業とは、厚生労働省が取り組んでいる「生活保護受給者等就労自立促進事業」の佐賀労働局独自の愛称です。佐賀市では、佐賀労働
局・佐賀公共職業安定所と佐賀市が協働で佐賀市役所庁舎内に佐賀市福祉・就労支援コーナー【愛称：「えびすワークさがし」】を開設し、市とハロー
ワーク佐賀による生活困窮者、障碍者等に対する一体的支援を実施しています。

⑬ 「子ども・若者育成支援推進法」に基づく「指定支援機関（法第22条）」として実施する各種相談支援事業   （実
施主体：S.S.F.）
　S.S.F.は、平成15年に設立されたNPO法人で、不登校、ひきこもり、非行、ニート等自立に際して困難を抱える子ども・若者の相談支援に取り組んで
います。アウトリーチと重層的な支援ネットワークをバックボーンに、複数分野の専門職によるチーム支援、専門家が常駐し適応訓練を行うコネクショ
ンズ・スペースの運営、心理療法等を組み込んだ体験活動、職親制度を活用した就労支援等、社会的・職業的自立に至るまでの総合的な支援事業を展開
しています。

⑭「ユメタネ」（「ジョブカフェSAGA」「ヤングハローワークSAGA」「さが若者サポートステーション」）   （実
施主体：佐賀県産業人材課、佐賀労働局） 　　　＊ハローワークご利用の際には、別途「求職申込書」の記入が必要です

　佐賀県と厚労省では、県と国が連携・協力して住民サービスの向上を図る「ハローワーク特区」事業において、若者の就労支援を重点事項と位置づけ
て取組を進めてきました。その一環として、「ジョブカフェSAGA」「ヤングハローワークSAGA」「さが若者サポートステーション」の３つの施設を若
者が親しみを持って利用していただけるよう、「ユメタネ」という愛称で総称し、特区事業終了後も積極的な連携の下での就労支援を展開しています。

関連して利用可能な相談支援事業

　ひきこもり状態にあるご本人及びご家族等の福祉の増進を図ることを目的に佐賀県が平成29年度より実施する委託事業で、ひきこもりに特化した専門
的な第一次相談窓口として年齢に関係なく来所及び電話、アウトリーチ等による相談をお受けします。支援コーディネーターを中心に地域におけるひき
こもり支援の拠点としての役割を担います。

⑦ 地域若者サポートステーション事業(委託者：佐賀労働局 )

　地域若者サポートステーションでは、働くことに悩みを抱えている15歳～39歳までの若者に対して、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相
談、コミュニケーション訓練などによるステップアップ、協力企業への就労体験など、就労に向けた支援を行います。佐賀県においては、武雄サテライ
トを含め2か所に設置されています。※本事業の運営上の必要性から厚生労働省、若者自立支援中央センターとの情報共有が行われる場合があります。

⑧ 地域若者サポートステーションとの連携による子ども・若者寄り添い支援事業
　(委託者：佐賀県男女参画・こども局こども未来課)
　平成25年度以降続いている地域若者サポートステーション事業のスキーム変更に伴い新設された佐賀県独自の支援事業で、サポステへの来所が困難で
ハローワークへの申請手続きができない若者や就労支援と並行して就学支援が必要な若者等、現行のサポステの運用ルールでは支援対象とならない者に
対して、アウトリーチ等による自立支援を実施するものです。

⑨ 地域若者サポートステーション臨床心理士カウンセリング事業（委託者：佐賀県男女参画・こども局こども未来課）

　ニート等の状態にある若者の総合相談・支援窓口である「さが若者サポートステーション」、「たけお若者サポートステーション」において、心理面
でのサポートが必要な支援対象者に対して、臨床心理士による心理カウンセリングを行うことにより、若者の効果的な自立を支援します。佐賀県が業務
委託を行う形で実施するもので、支援対象は、佐賀県在住の15歳～概ね39歳の者に限ります。

⑩ 訪問支援による学校復帰サポート事業(委託者：佐賀県教育庁学校教育課)

　各教育事務所・支所等にコーディネーターとなる専任職員を配置すると共に、学校復帰が困難な不登校児童生徒等に対し、訪問支援等の豊富な経験を
有する訪問支援員との連携の下、学校復帰を目指した支援等を行います。学校や教育委員会からの支援要請を受け、臨床心理士や家庭教師等の訪問支援
員が不登校児童生徒等の自宅等を計画的・継続的に訪問し、カウンセリングや学習支援等を実施します。

⑪ 不登校児童生徒支援業務（委託者：佐賀市）

　不登校児童生徒を支援対象とした佐賀市独自の自立支援事業で、小中学校に22名の常勤の学習支援員を配置し、相談支援を実施します。また、完全不
登校の状態でひきこもりの状態にある児童生徒に対しては、ICTを活用した遠隔での学習支援に加え、S.S.F.の職員が訪問支援を実施し従来の枠組みを超
えた効果的な自立支援につなげています。

⑥ 佐賀県ひきこもり地域支援センター事業（委託者：佐賀県健康福祉部障害福祉課）

事業内容一覧
① 佐賀県子ども・若者総合相談センター事業（委託者：佐賀県男女参画・こども局こども未来課）

　平成22年に施行された「子ども・若者育成支援推進法」に基づく取組として、佐賀県が開設している総合相談窓口で、社会生活を円滑に営む上での困
難を抱えた子ども・若者やそのご家族に対する総合的な支援を行います。S.S.F.は当該センターの委託を受ける他、「指定支援機関（法第22条）」とし
て困難解決に至るまでの「伴走型」の支援を実施しています。

② 佐賀市生活困窮者自立支援事業(委託者：佐賀市)

　平成27年度に施行された「生活困窮者自立支援法」に基づく取組として、佐賀市が開設している窓口で、さまざまな理由で経済的な問題を抱えている
方の総合相談を担っています。「佐賀市生活自立支援センター」では、専門の相談員が問題の解決に向けて一緒に考え、状況に応じて就労支援や生活改
善のプランを作成し、相談者の自立に向けた活動を支援します。

③ 生活困窮者就労準備支援事業(委託者：佐賀市)

　佐賀市生活自立支援センターでご相談をお受けした方のうち、直ちに就労が困難な方に関しては、６カ月から１年の間、プログラムに沿って、一般就
労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。本事業における支援を受ける際に必要な支援プランに対する同意につ
いては変更のご希望がない場合は利用申込書にて代替ができます。

④ 生活困窮者学習支援事業(委託者：佐賀市)
　生活困窮世帯に所属する子ども・若者の学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進
学者の中退防止に関する支援等、子ども・若者とご家族の双方に必要な支援を行います。佐賀市では生活保護受給家庭に関しても支援の機会を提供して
います。

⑤ 佐賀市青少年センター子ども・若者相談支援委託業務(委託者：佐賀市)

　佐賀市が青少年センターの移設に伴い開設した相談窓口で、ニート・ひきこもりなど自立した生活が送れないことに悩む39歳以下の方やそのご家族の
相談を受けつけています。佐賀市にお住まいの方の面接相談に加え、必要に応じたアウトリーチ（訪問支援）を実施しています。また、青少年を対象と
した自立支援に係る講座、教室等を開催します。

S.S.F.が受託運営あるいは
関与する16事業の委託者
及び事業説明が記載。

相談内容に関係のない
事業は自動的に除外も
しくは希望に応じて除
外できる仕組み

S.S.F.が社会参加・自立
に向けて必要となる関
連事業を受託・集約す
ることで可能となった
一括での申し込み！

複合的な困難を抱える世帯の場合、近年、煩雑化の傾向が顕著な申請方法では、各相談支援事業の
利用申込の段階で数十枚の手続書類が必要になる場合も！

各事業において必要となる利用申込書及び個人情報取り扱いに関する同意書が本書にて
一括で手続ができる！当事者の負担軽減だけでなく、個人の意思がしっかりと表明できるよう配慮！

※厚生労働省 人材開発統括官付参事官（若年者・キャリア形成支援担
当）及び社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室長の英断によって
実現！

①武雄サポステのサテライト化による大幅な予算の減額
29年度は25年度予算との比較で約2千7百万円減、30年度は
入札でさらに約500万減と大幅な予算減。職員体制の縮小。
②孤立状態にある者であっても所属がある者を対象から除外

完全不登校等中退リスクの高い者、長期欠勤や休職中など無
業化リスクが高い者であっても所属がある以上は登録不可。
③生活困窮者自立支援制度等との厳格なすみ分けの要求

専門機関からサポステに依頼されたケースでも経済困窮やひ
きこもり状態にあれば、利用登録が不可に。
④仮登録シートを用いたハローワークにおける申請手続の追加

サポステでの利用登録には、状態等を記入した仮登録シート
の作成、ハローワークでの評価等を挟み、2度の来所が必要。
⑤相談内容のクラウドでの管理の義務化

要配慮個人情報を含めた相談内容のクラウドでの管理義務化。
システムエラーの多発による安全管理に対する懸念の増大。
⑥一般求職者にも課されない届出書と雇用保険加入確認

就職決定の際の証拠書類及び「就職決定届出書」の提出の義
務化。一般求職者にも課されない相談者の負担の増加。

合理化を求めた行政改革推進会議「秋のレビュー」の意図とは
異なり、アウトリーチを要するケース等、自立困難度が高い、公的
支援が必要な若者ほど相談から遠ざかる本末転倒な結果に。

「佐賀県」における地域若者サポートステーションの相談実績の推移

佐賀県のサポステはアウトリーチを基軸に過去10年全国トップクラスの相談実績
～アウトリーチを要する最も最も困難な層の若年無業者を対象に開設から事業スキームの変更までの10年間全国トップクラスの実績～

H25年度行革以降の国の事業スキームの主な変更点

※佐賀県では、利用登録できない若年無業者等に関して、「佐賀県子ども・若者総合相談センター」における受け入れを可能とした他、「地域若者サポートス
テーション事業との連携による子ども・若者寄り添い支援事業(県こども未来課)」等新規補完事業の創設等の対策によって支援が可能に！
※H29年12月5日参議院厚生労働委員会の質問等を経てH30年度から仮登録制度は廃止に！令和元年度から佐賀県が新たに九州沖縄唯一のモデル地域
に指定された他、「就職氷河期世代活躍支援プラン」が始動！①～④が緩和、深刻化かつ複合化した課題に対して他施策との連動も可能に！

表【 】内に「実」対応件数を示すように事業スキーム変更前のカウント方式では過去最高の実績を更新！

集中3年間で実施される「就職氷河期世代活躍支援プラン」始動！サポステ本来機能の回復に期待！

右②～⑥の影響で
利用登録が出来ず厚
労省への報告ベース
では実績にはつなが
らないケースが急
増！だが相談者の利
益を最優先し関連事
業及び補完事業でカ
バーしたため、実相談
件数は顕著な伸び！
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H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 計

相談件数 12,155 16,168 12,786 5,489 4,365 3,799 4,818
（延べ件数） 【13,423】 【16,419】 【17,139】 【20,853】 【20,014】 【21,692】【24,089】
来所者数 7,922 8,022 7,499 5,830 4,650 4,716 4,402

（延べ人数） 【10,931】 【13,371】 【13,957】 【16,982】 【16,299】 【17,666】【19,617】
受付カード数 536 446 298 139 125 132 145

（新規受付実数） 【881】 【1,077】 【1,126】 【1,369】 【1,314】 【1,421】 【1,580】
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